
1 競争入札に付する事項
（１） 契約件名

（２） 契約内容

（３） 納入期限

（４） 納入場所

（５） 入札方法

2 競争に参加する者に必要な資格 (1)

(2) 予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。

(3)

(4)

3 証明書等の提出期限、提出方法 17 時 00 分

4

5 入札説明書の交付期間、交付方法　

か  ら ま で

6 入札書等の提出期限

7 開札の日時場所 海上保安庁入札室

8 入札保証金および契約保証金

9 入札の無効

10 落札者の決定方法 (1)

11 契約書作成の要否

12 仕様に関する問い合わせ先
(倉敷  内線2351)

本調達案件は令和6年度の予算成立を条件とする。

仕様書のとおり

公　　　　告 単契第　42　号

令和6年2月28日
支出負担行為担当官

記

ストレスチェック等業務（単価契約）
仕様書のとおり

令 和 6 年 12 月 13 日

下記のとおり一般競争入札に付します。本案件は、競争参加資格確認のための証明書等（以下、「証明書
等」という。）の提出、入札及び契約を電子調達システム（ＧＥＰＳ）で行う対象案件です。

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

電子調達システム（ＧＥＰＳ）の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで
行う対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。なお、
当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の２の規定
に基づく随意契約には移行しない。また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方
式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。その他詳細については、入札説
明書による。

予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

令和４・５・６年度国土交通省一般競争参加資格（全省庁統一資格）において、下記「契約の種類」
に応じた何れかの等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。また、当該
部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。

警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省公共
事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

「役務の提供等」 の Ｂ又はＣ等級

（証明書等提出期限） 令 和 6 年 3 月 13 日
（提出方法）
・電子調達システムにより入札参加する場合
　以下の書類を電子調達システムにより提出すること。

契約条項等を示す場所、契約
及び入札に関する問い合わせ先

東京都千代田区霞が関２－１－３　
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係

(1)紙入札方式参加願（紙入札用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

海上保安庁総務部秘書課
03-3591-6361

以上公告する。

(2)

令 和 6 年 3 月 25 日 17 時 00 分

令 和 6 年 3 月 26 日 14 時 40 分

免除

本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び海上保安庁入札・見積者心
得書その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)

本調達は、予定数量に対する総価で見積もる単価契約とする。
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額
を加算した額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
るかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する額を入札書に記載すること。

海上保安庁入札・見積者心得書による。

本業務は、契約手続にかかる書類の授受を電子調達システムで行う対象業務である。なお、電子調達
システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。

（交付方法）
入札説明書等の交付は、当庁ホームページの「調達情報」の「入札・落札等の状況」からダウンロードす
ること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/nyusatsu/r4ippan.html
　また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒（宛先を明記する）並びに重量200g
に見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記４の係に申し込むこと。

(1)確認書（電子調達用）
(2)資格審査結果通知書（電子、紙入札共通）

・紙入札により入札参加する場合
　以下の書類を下記４の窓口に直接提出又は郵送により提出すること。
　（ただし、郵送の場合は配達証明が確認できるものでの郵送に限る）

03-3591-6361 （内線　2821　)

（入札説明書等の交付期間）

令 和 6 年 2 月 28 日 令 和 6 年 3 月 13 日



契約番号： 単契第　42　号
契約件名：

項目及び構成

１　契約担当官等
２　調達内容
３　競争参加資格
４　入札参加申込手続き
５　入札書及び関係書類の提出場所等
６　その他

ストレスチェック等業務（単価契約）

別紙－1　入札書（海上保安庁様式）
様式－１　紙入札方式参加願
様式－２　紙契約方式承諾願
様式－３　確認書（電子入札参加申し込み用）
様式－４　電子証明書変更承諾申請書
様式－５　期間委任状
様式－６　都度委任状
別冊　契約書（案）
別冊　仕様書

入　札　説　明　書

（最低価格落札方式）



１　契約担当官等

２　調達内容

(内線2351)

⑹　入札方法
　　原則として、当該入札の執行において入札執行回数は２回を限度とする。
　　なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決
  算及び会計令第９９条の２の規定に基づく随意契約には移行しない。
　　また、電子調達システムにより難い者は、発注者に紙入札方式参加願及び
　紙契約方式承諾願を提出して紙入札方式、紙契約方式に代えるものとする。
　　落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
　① 　入札者は、一切の経費を含め契約金額を見積もるものとする。
　② 　落札決定は、最低価格落札方式で行うが、本調達は単価契約であるこ
     とから、当庁が提示する予定数量に対する総価をもって入札すること。
　③　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に
　　相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、そ
　　の端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入
　　札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ
　　るかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を
　　記載した入札書を提出しなければらない。
　④　入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない｡
    この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札
    書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
⑺　入札保証金及び契約保証金　　免　除

令和6年12月13日

仕様書のとおり

　⑶　納入期限

03-3591-6361
海上保安庁総務部秘書課　倉敷

　海上保安庁の調達契約に係わる入札公告
 (令和6年2月28日付） に基づく入札につ

いては、会計法（昭和22年法律第35号）、予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号）、契
約事務取扱規則（昭和37年大蔵省令第52号）等に定めるもののほか、この入札説明書によるも
のとする。

支出負担行為担当官
海上保安庁総務部長　髙杉　典弘

入　　札　　説　　明　　書

　⑷　納入場所
仕様書のとおり

　⑸　仕様説明会の日時等
仕様説明会は実施しない。
　なお、仕様内容について質疑等がある場合は、下記へ連絡すること。
仕様書等に関する問い合わせ先
　　〒100-8976　東京都千代田区霞が関２－１－３

　⑴　契約件名
ストレスチェック等業務（単価契約）

　⑵　契約内容



３　競争参加資格
⑴

⑵ 　予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
⑶

⑷

⑸

４　入札参加申込手続き
⑴ 　申込方法

期間委任状について

ａ

ｂ
ｃ
ｄ
ｅ

　入札参加希望者は、４（５）の各書類を各提出先に持参又は郵送すること。（電子調達シ
ステムにより提出するものは除く）
　なお郵送にて提出する場合は、提出期限までに提出先に必着すること。（郵送の場合は、
配達証明が確認出来るものに限る）
　また、代表者から委任を受けている者（以下「受任者」という）が入札を行う場合は期間
委任状（様式５）又は都度委任状（様式６）を入札参加手続きまでに提出する（当該委任に
係る委任者及び受任者が同じであり、かつ委任事項に変更がない限り、あらかじめ入札等に
関する委任状を提出することにより、当該年度に限り、委任状をその都度提出することを省
略することができる。この場合において、特定の入札等に関してのみこれと異なる代理人を
選任して委任することは認めない｡)。

　入札、見積についての権限及び契約締結についての権限が委任されていなければなら
ない。

　予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている
者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

　令和４・５・６年度国土交通省競争参加資格（全省庁統一資格審査）において「役務の提
供等」 のＢ又はＣ等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者である
こと。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)
　なお、競争参加資格を有しない者で当該入札に参加を希望する者は速やかに資格審査申請
を行う必要があるので下記５⑵へ問い合わせること。

　警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として国土交通省
公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。

以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後２年を経過していない者。(これ
を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)
  (ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質
　　　若しくは数量に関しての不正の行為をした者
  (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を
　　　得るために連合した者
  (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
  (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
  (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の
　　　履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

　電子入札においては、復代理は認めない。
　委任期間は当該年度内を限度とする。
　代表者及び受任者の記名・押印された委任状（書面）の提出とする。
　原則として期間委任状の委任期間中の都度委任状の提出は認めない。



⑵ 　電子調達システムによる証明書等の送信方法

⑶ 　ファイル圧縮方法の指定

⑷

⑸

各提出書類の提出先は次のとおりです。

⑹ 　証明書等審査結果の通知

令和 6年 3月 15日 までに電子調
達システム又は文書等により通知する。

1 一太郎 Ver10形式以下のもの
2 Microsoft Word Word2000形式以下のもの

　電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバー
ジョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいずれかとする。

番号 使用アプリケーション 保存するファイル形式

　ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とする。（自己解凍方式は不可）

　ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合証明書等の
ファイル容量が10MBを超える場合には、電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な
「確認書」及び「資格審査結果通知書（写）」のみを、１つのファイルとして（例えばPDF
形式のファイル）まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等につ
いては、直接５⑵の契約係担当者に手渡すこと。
　直接手渡すことができない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律
（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規
定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便（以下「郵送等」という。）に
よる提出をすることが出来る。この場合、事前に５⑵にその旨を連絡すること。
　なお、参加資格確認後は、入札参加申込者に対して電子調達システムにより通知又は確認
通知書を送付する。

　証明書等の提出期限 令和6年3月13日 17時00分

４⑴により提出された証明書等の審査結果を、

3 Microsoft Excel Excel2000形式以下のもの

4 その他のアプリケーション

PDFファイル
画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)
上記に加え特別に認めたファイル形式

・確認書（電子入札用）（電子調達システムにより提出）
・資格審査結果通知書（写）（電子調達システムにより提出）

〇電子調達システムにより入札参加する場合

〇紙入札により入札参加する場合

・紙入札方式参加願（紙入札用）（提出先下記5（2））
・資格審査結果通知書（写）（提出先下記5（2））



※

※

５　入札書及び関係書類の提出場所等
⑴

⑵ 　入札書等の提出場所及び契約条項を示す場所及び問い合わせ先

山葉多　朋子
内線 2821

⑶ 　入札説明書（仕様書等添付）の交付期間
令和6年2月28日 から まで

⑷ 　入札書の提出期限
令和6年3月25日

⑸ 　入札書の提出方法
①　電子調達システムによる場合

ア 　入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。

イ 　入札書等の記載事項
　 ａ 　契約件名は、定められた件名を記載するものとする。

ｂ
ｃ

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ

②　紙による入札の場合
ア 　入札書の様式は、別紙－1によるものとする。
イ 　入札書等の記載事項

　 ａ

ｂ

c
d

令和6年3月13日

17時00分

　入札者は、特に指示ある場合を除き、予定数量に対する総価で入札しなければ
ならない。　入札書等は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。

電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、
入札に参加できないので注意すること。

　入札参加申込手続き後に辞退する場合は、開札日までに「入札辞退書」を５⑵へ提出する
こと。
なお、入札辞退書等は下記アドレスにて公開しているのでダウンロードして提出すること。
http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/youshikitou.html

　入札書は電子調達システムにより提出すること。
  ただし、発注者に紙入札方式参加願を提出した場合は紙により提出すること。
電子調達システムのＵＲＬ及び問い合わせ先
　　　 政府電子調達システム 　　　https://www.geps.go.jp/
       電子調達システムヘルプデスク　　 TEL  0570-000-683

東京都千代田区霞が関２－１－３
海上保安庁総務部政務課予算執行管理室第一契約係
℡03-3591-6361

　入札書に記載する日付は、入札書を提出する日とする。

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

（電子認証書を取得している者であること。）

　入札書等は、電子調達システムにより、当該入札公告した期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　電子入札に利用することができる電子証明書は、資格審査結果通知書に記入さ
れている者（以下「代表者」という。）又は代表者から入札・見積権限及び契約
権限について期間委任により委任をうけた者の電子証明書に限る。

　契約件名は、定められた件名を但しがきのあとに記載するものとする。

　入札者は、特に指示ある場合を除き、予定数量に対する総価で入札しなければ
ならない。



e

ウ 　入札書等の提出
ａ

ｂ
ｃ

エ 　郵送により提出する場合

⑹ 　入札の無効
①

ア 　委任状が提出されていない代理人のした入札
イ

ウ

エ 　金額を訂正した入札
オ 　誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札
カ

キ

ク

ケ

②

　入札書には、入札者の住所及び氏名を記載しなければならない。

　受任者（以下「代理人」という）が入札を行う場合は、代理人の住所、氏名
（法人にあっては、所在地、法人名及び代理人の役職、氏名）を記載し、代理人
の印鑑を押印しなければならない。以下、記載例による。
【記載例】
　　海保株式会社　代表取締役（社長）　○○　○○　代理
　　東京都千代田区霞ヶ関２－１－３
　　海保株式会社　東京支店（又は○○部）
　　支店長（又は○○部長）○○　○○　印

　入札書は、別紙の様式にて作成し、封筒に入れ、かつ、その封皮に「法人名等
及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」」を朱書するものとする。

電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。

　同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

　競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提
出された書類が審査の結果採用されなかった入札

　競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、海上保安庁次長から指名
停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札

　電子入札参加者は、電子証明書を不正使用等してはならない。
　不正使用等した場合には当該電子入札参加者の入札への参加を認めないことがある。
　なお、当該入札に関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、電
子証明書変更承諾申請書（様式４）を提出すること。
　また、電子証明書変更承諾申請書には変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷
したものを添付すること。

入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができな
い。

　支出負担行為担当官等あて郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関す
る法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同
条第９項に規定する特定信書便事業者（以下「一般信書便事業者等」という。）の提
供する同条第２項に規定する信書便（以下「信書便」という。）の役務のうち、書留
郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物（同法第２条第３項に
規定する信書便物をいう。）の引き受け及び配達記録をした信書便。）にすることが
できる。
郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒には「入札書在中」の旨を記載し、
中封筒に入札書を入れ、かつ、その封皮に「法人名等及び契約件名、開札年月日、
「入札書在中」」を朱書するものとする。ただし、入札書の提出期限までに到達する
ように提出しなければならない。

　本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求
められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の１に該当する入札は無
効とする。

　所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札

　記名（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えること
ができる。）を欠く入札

　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るた
めに連合した者の入札



⑺ 　入札の延期等

⑻ 　開札の日時及び場所

令和6年3月26日

海上保安庁入札室

⑼ 　開札
①　電子調達システムによる場合

ア

イ

②　紙による場合
ア

イ

③

④

⑤

６　その他
⑴ 　契約手続に使用する言語及び通貨　　日本語及び日本国通貨

⑵ 　入札者に要求される事項

⑶ 　落札者の決定方法
①

　入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ
とができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しく
は入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。

日時： 14時40分

　入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに
応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書等を提示しなければならない。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができな
い。

　入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない
事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。

　入札者等は、入札公告等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しな
ければならない。
　また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められ
た場合には、それに応じなければならない。

　本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札
説明書３の競争参加資格及び仕様を満たすことの出来ることの要求要件をすべて満た
し、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予
定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者
とする。

　ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に
適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者との契約を締結す
ることが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認め
られるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した者を落札者とすることがあ
る。

場所：

　開札及び開披（以下「開札等」という。）は、入札等執行事務に関係のない職員を
立ち会わせてこれを行う。

　開札等は、原則として、入札者又はその代理人が出席して行うものとする。
　この場合において、入札者等が立ち会わないときは、入札等執行事務に関係のない
職員を立ち会わせてこれを行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。

　開札等をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限に達した価格の入札が
ないときは、原則として引続き再度入札を行う。
　ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定
する日時に再度入札を行う。



②

ア

イ

ウ

③

⑷ 　契約書の作成（ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある）

①

②

③

④

⑤

⑸

　「電子調達システム」による電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続に
従い、契約書を作成しなければならない。なお、電子調達システムによりがたい場合
は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
　紙契約方式の手続をする場合は、紙契約方式承諾願（電子、紙入札共通）を落札決定
後に上記5（2）へ提出すること。

　契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から７日以内にその旨を落札者
とされなかった入札者に電子調達システム又は書面により通知する。
  ただし、開札に立ち会った参加者については、書面による通知を省略する。

　競争入札を執行し、落札者を決定したときは、当該落札者とすみやかに、契約書を取
り交わすものとする。

　契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者
が契約書の案に記名押印し、さらに契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれ
に記名押印するものとする。

　上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約
の相手方に送付するものとする。

　契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定し
ないものとする。

　電子入札参加者側の障害により入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の基準及
び取扱い

　電子入札参加者側の障害により電子入札ができない旨の申告があった場合は、障害の内容
と復旧の可否について調査確認を行うものとする

　すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複
数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の
変更（延長）を行うことができるものとする。
①天災
②広域・地域的停電
③プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害
④その他、時間延長が妥当であると認められた場合
（ただし、電子証明書の紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると
認められる場合を除く）
　変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合においては、その旨をすべての電子入札
参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合には、その旨を全ての電子入
札参加者に電話等で連絡するものとする。

　電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装してい
る。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000～999の数字が必要になるので、
電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入
札方式参加願に記載するものとする。
　落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あり、くじにより落札者の決定を
行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合
　電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決
定するものとする。

　同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事
業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に 記載した電子
くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。

　同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合
　その場で紙くじ（又は電子くじ）を実施のうえ落札者を決定するものとする。



⑹

⑺ 支払条件は履行完了後、一括払いとする。

⑻

⑼

⑽

⑾ 本調達案件は令和6年度の予算成立を条件とする。

「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１
３日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を
踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。

　発注者側の障害により電子入札書受付締切時間又は開札時間を延長する場合の取扱い

　発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織（総務省）と協議し、
障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更
（延長）を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
　障害復旧の見込みがあるが、変更後の開札予定時間が直ちに決定できない場合において
は、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとし、開札日時が決定した場合
には、その旨を全ての電子入札参加者に電話等で連絡するものとする。

　上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知かつ、遵守すべき
事項は、「海上保安庁入札・見積者心得」によるものとする。
　    https://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/tyoutatu.html

　入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立
てることはできない。



　

 

 一金

ただし

 　

入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。

令和　　　年　　　月　　　日

　

　

　

　

　

　　

（注）１.用紙の寸法は、日本産業規格Ａ列４判とする。

　 ２.金額は「アラビア」数字で記入する。

代表者氏名

別紙様式1-1

入　札　書

住　　所

商号又は名称

ストレスチェック等業務（単価契約）

連絡先２：

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：



　

 
（ 単 42 ）

 １．発注件名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため

 紙入札方式での参加をいたします。

資格審査登録番号(業者コード)

　 企業名称

企業郵便番号

企業住所

代表者氏名

代表者役職

電子くじ番号

（連絡先）

電話番号

メールアドレス

入札者

住　　所

企業名称

氏　　名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

※１．入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合は

　　その者が記載、押印する。

　２．電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000～999の任意の

　　３桁の数字を記載する。

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿

様式-1

紙入札方式参加願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

ストレスチェック等業務（単価契約）



（ 単 42 ）

　

 

 １．件　名　

　上記の案件は、電子調達システムを利用しての契約ができないため、

 紙契約方式での手続きをいたします。

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

　

　

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

　　 担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

様式-2

紙契約方式承諾願

令和　年　月　日

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

ストレスチェック等業務（単価契約）

支出負担行為担当官
　　海上保安庁総務部長　殿



会社名等

部署名

確認者

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

は、本入札に使用するＩＣカード券面の番号を記入してください。

（担当者連絡先）※押印省略する場合も、担当者のメールアドレスは必ず記載してください。

担当者名：

電話番号：

メールアドレス：

（様　式-３）　一般競争入札方式

○宛　　　　　先：　海上保安庁　総務部政務課　予算執行管理室　契約係

確    認    書

件　名：ストレスチェック等業務（単価契約）

本案件については、「電子入札方式」により参加します。

                  　

　　　　　 令和    年    月    日

電子入札方式により参加する方

【ＩＣカード券面の番号】 「シリアルナンバー（ＳＮ）」、「ＩＤ」などの項目に続く

１０数桁の数字・英字（例：14桁、16桁）

【取得者名】

（左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。）

＊今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。

＊上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。



様式-４

２．変更後の電子証明書番号

３．変更理由

住所
氏名

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。

（連絡先は２以上記載すること）

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：

担当者（会社名・部署名・氏名）：

連絡先１：

連絡先２：

支出負担行為担当官
  　海上保安庁総務部長　　殿

　上記については承諾します。

電子証明書変更承諾申請書

１．発注件名：

  上記案件について、電子調達システムにより入札に参加することとしていますが、使用している電子証明
書について上記理由により開札までの間に使用できなくなることから、電子証明書の変更を承諾されたく申
請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　支出負担行為担当官

　　　　　　　　　　　　　　　　海上保安庁総務部長



　入札参加者は、入札手続きの開始以降、使用していた電子証明書について、電子証明書
発行機関の電子証明書の利用に関する規約上の失効事由が生じた場合又は有効期限の満
了により開札までの間に使用することができなくなることが確実な場合において、当該入札に
関し入札権限のある他の電子証明書に変更しようとするときは、発注者に電子証明書変更承
認申請書（様式３）を提出するものとする。この場合において、電子証明書変更承諾申請書に
は、変更後の電子証明書の企業情報登録画面を印刷したものを添付することとする。
　発注者（海上保安庁）は、変更後の電子証明書に関して入札権限等に問題がないことが確
認できる場合についてのみ変更を承諾します。



様式５

期　間　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 私は上記の者を代理人と定め

 下記の権限を委任します。

 委任期間    令和    年    月    日から

 　          令和    年    月    日まで

 委任事項

 

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：



様式６

都　度　委　任　状

 受任者

   　住  所

   　氏  名

   　使用印

 委任事項

１．

 令和    年    月    日

委任者　住所

商号又は名称

代表者氏名

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　髙杉　典弘　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（契約締結に係る権限を委任する場合は押印の省略を不可とする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（連絡先は２以上記載すること）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者（会社名・部署名・氏名）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先１：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先２：

 私は上記の者を代理人と定め

「件名：ストレスチェック等業務（単価契約） 」に関する下記の権限を委任します。



 

令 和 ６ 年 度  

単 契 第 ４ ２ 号  

 

 

 

 

 

 

 

請負契約書（単価契約）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

請 負 契 約 書（単価契約） 

 

１ 契 約 件 名  ストレスチェック等業務（単価契約） 

            

２ 予 定 総 額  金  円 

          うち取引に係る消費税及び地方消費税額  金  円 

               

３ 契 約 単 価  別紙内訳のとおり 

 

４ 予 定 数 量  別紙内訳のとおり 

 

５ 履 行 期 間  契約締結日から令和６年１２月１３日 

 

６ 履 行 場 所  仕様書のとおり 

 

７ 契 約 保 証 金  免 除 

 

 上記請負作業について、 発注者 支出負担行為担当官 海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 は、 

受注者 ●● と、次の条件により請負契約を締結する。 

 

 

 

収
入 

印
紙 



（総  則） 

第１条 受注者は、仕様書に基づき、履行期間内において頭書のサービスの提供を行い、発注者はこれに対し、受注者に請負代金を支払うものとする。 

 

（仕様書の解釈等） 

第２条 仕様書について疑義を生じたとき又は仕様書に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他

軽微なものについては、発注者の解釈若しくは指示に従い、予定総額の範囲内をもって頭書のサービスの提供を行うものとする。 

２ 受注者は、発注者が必要と認めてその旨を指示したときは、請負内訳明細書を提出するものとする。 

 

（数量の増減） 

第３条 予定数量は、この契約期間内において、発注者が供給を受ける予定を示したものであるから、実際上増減を生ずることがあっても、受注者は

異議申立てをしないものとする。 

 

（約定単価） 

第４条 経済情勢の激変等により、約定単価が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議のうえこれを変更することができ

るものとする。 

 

（監督職員） 

第５条 発注者は監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 

２ 受注者は監督職員の監督実施について、必要な費用を負担するものとする。 

３ 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出または提示を求められた場合には、これに応ずる

ものとする。 

４ 受注者は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 

 

 

 



（権利義務の譲渡等） 

第６条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

 

（一括再委託等の禁止） 

第７条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 

２ 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 

 

（再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務） 

第８条 受注者は、業務の一部（「主たる部分」を除く。）を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき（以下「再委託」という。）は、あらかじ

め再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得な

ければならない。 

なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、

会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 

３ 受注者は、第１項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な

業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面（以下「履行体制に関する書面」と

いう。）を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 

４ 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 

５ 第１項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 

 

（再委託の相手方に対する監督） 

第９条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託の相手方に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければなら

ない。 

 



（代理人等に関する措置要求） 

第１０条 発注者は、受注者の代理人、使用人のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して必要な措置を求め

ることができるものとする。 

 

（履行期間の変更等） 

第１１条 発注者は、その都合により履行期間又は履行場所を変更し、一時中止若しくはこれを打ち切ることができるものとする。 

２ 前項の場合において、契約単価を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 

 

（履行完了の通知及び検査） 

第１２条 受注者は、履行を完了したときは、業務完了報告書等、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。 

２ 第１項の通知を受けた発注者又は検査を行うべきことを命じた職員（以下「検査職員」という。）は、仕様書等に指定した方法その他発注者の適

当と認める方法により、その日から１０日以内（以下「検査期間」という。）に履行の完了を確認するための検査を行うものとする。 

３ 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類等の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 

 

（成果品の引渡） 

第１３条 受注者は、成果品が前条の検査に合格したときは、これを発注者に引き渡すものとする。 

２ 成果品の所有権は、その引渡しと同時に受注者から発注者に移転するものとする。 

 

第１４条 発注者は、成果品の一部が完成した場合において、その部分の検査を行い、全部部分の全部又は一部の引渡しを受けることができるものとする。 

２ 前２条の規定は、前項の検査及び引渡について準用する。 

 

（成果品の転用） 

第１５条 受注者は、頭書の作業で取得した成果品を発注者の承認を得ずに他に転用してはならない。 

 

 



（請負代金の支払） 

第１６条 発注者は、受注者が履行完了後に提出する適法な支払請求書を受理してから３０日以内（以下「約定期間」という。）に海上保安庁におい

て、その代金を支払うものとする。 

２ 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受

注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、

約定期間に算入しないものとする。ただし、この請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適当な支払請求書の

提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 

 

（遅延利息） 

第１７条 発注者は、約定期間内に代金の支払をしないときは、受注者に対し遅延利息を支払なければならない。 

２ 遅延利息の額は約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞し

た日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとす

る。 

３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に１００円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てるものとする。 

４ 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くもの

とし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前２項、前

３項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 

 

（履行期限の延伸） 

第１８条 受注者は、所定の期限までに履行を完了することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び引渡可能期日を明示して、発注者に履行期

限の延伸の承認を求めなければならない。 

２ 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰するこ

とのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。 

 



（遅滞金） 

第１９条 前条第２項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の履行期限満了の日の翌日から完了までの日数に応じ、契約金額の年３パーセントとす

る。ただし、その総額が契約金額の１０分の１を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。 

２ 前項の遅滞日数の計算については、検査期間が始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日の前日までの日数は、これを遅滞日数に算入しない

ものとする。 

 

（臨機の措置） 

第２０条 受注者は、災害防止等のため特に必要と認める場合は、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者はあらかじめ、監

督職員の意見を求めるものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。 

２ 前項の場合において、受注者は、そのとった措置につき、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。 

３ 監督職員は、災害防止その他の作業の施工上緊急に必要な事項については、受注者に対し臨機の措置をとることを求めることができる。この場合

において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 

４ 第１項及び前項の措置に要した経費のうち、発注者受注者協議して契約金額に含めることを不適当と認めた部分については、発注者がこれを負担

するものとする。 

 

（危険負担） 

第２１条 受注者の使用人が発注者の施設物においてなす業務上の行為はすべて受注者の責任とする。また業務上負傷しもしくは死亡した場合は全て

受注者の責任とする。 

２ 受注者は、その使用人が遂行中発注者の建造物又は器物を破損したときは、発注者がやむを得ないものと認めた場合を除くほか、発注者の決定す

る方法により弁償するものとする。 

 

（契約不適合責任） 

第２２条 受注者は、成果品の所有権移転後１年以内に、その成果品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」

という。）であることが発見されたときは、発注者の請求により、自己の費用をもってこれを修補し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければ

ならない。また、その契約不適合によって生じた物品の亡失若しくは損傷に対して、損害を賠償するものとする。 



（契約の解除） 

第２３条 下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 

（１） 受注者から解除の申出があったとき。 

（２） 受注者が第６条、第７条、第８条の規定に違反したとき。 

（３） 前号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 

（４） この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくはその使用人等が、不正の行為をしたとき又はこれらの者が発注者の行う検査若しく

は監督を妨げようとしたとき。 

（５） 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 

２ 前項第１号から第４号までの場合において、受注者は違約金として、解除部分に対する予定総額の１０分の１に相当する金額を発注者に支払わな

ければならない。ただし、第１号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。 

３ 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれかに該当するときは、

この契約を解除することができる。 

  （１） 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の

代表者をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」

という。）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

  （２） 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

   （３） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どしたと認められるとき。 

  （４） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められるとき。 

  （５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき 

  （６） 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと

認められるとき 

   （７） 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合（第六号に該当する場合を除く。）

に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 



４ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、予定総額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内

に支払わなければならない。 

 

第２４条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に

損害が生じ、解約後３０日以内に請求があるときは、発注者はその損害を賠償するものとする。 

２ 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

（相殺等） 

第２５条 この契約により発注者が受注者から収得すべき違約金等がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対

して有するときは、これを相殺するものとする。 

２ 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が違約金等を徴収する場合において、受注者は、発注者の指

定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、違約金等が

１，０００円未満の場合は、この限りではない。 

３ 第１７条第２項及び第３項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第２項中「年２．５パーセント」とあるのは「年

３パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第３項中「１００円」とあるのは、「１円」と読み替えるものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２６条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、予定総額（この契約締結後、予定総額の変

更があった場合には、変更後の予定総額）の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

 (1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の

規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対

し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第２項の規定により取り消された場合を含む。） 

 

 



 (2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業

者団体（以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないと

きは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３

条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

  (3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期

間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件について、公正取引委

員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を

除く。）に入札（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

 (4) この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６又は独占禁止法第 89

条第１項若しくは第 95条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、

年３パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２７条 受注者は、作業実施にあたって知り得た業務上の秘密を部外に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 

 

（契約外の事項） 

第２８条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

以上 契約を証するため、この証書２通を作成し、発注者受注者各１通を保有する。 

 

  

令和６年４月１日 

 

 

住    所 東京都千代田区霞が関２-１-３ 

             発注者 

氏    名  支出負担行為担当官  

海上保安庁総務部長 髙杉 典弘 

 

住    所  

             受注者           

氏    名  

 



ス トレスチェック等業務 (単価契約)仕様書

本業務は、海上保安庁 (以下「当庁」という。)職員に対し、人事院規則 10

-4(職員の保健及び安全保持)第 22条の 4の規定に基づく「ス トレスチェッ
ク」を行 うことで、本人にその結果を通知してス トレスの状況について気づき

を促し、個々の職員のス トレスの低減を図るとともに、ス トレスの高い職員 (以

下「高ス トレス者」という。)を医師による面接指導につなげることで、心が

不健康な状態になることの未然防止を図る。

さらに、ス トレスチェックの結果を一定規模の集団ごとに集計・分析するこ

とで、職場におけるス トレス要因を評価し職場環境改善につなげるため、本仕

様書は、同ス トレスチェックを適切かつ効果的に実施するために必要な事項を

定めるものである。

1 業務の概要

受託者は、ス トレスチェック等に係る以下の業務を行うこと。

(1)「新職業性ス トレス簡易調査票 (短縮版)」 (80項目)(以下、「調査

票」という。)に、当庁オリジナルの 1項 目を含めた調査票 (81項 目)を
用いたス トレスチェッタの実施に関する業務

なお、当庁オリジナルの項目については、別紙 1にて指示する。

(2)ス トレスチェック結果に基づく集団ごとの集計、分析及び評価 (以下「集

団分析」という。)の実施に関する業務

(3)集団分析結果の見方、職場環境改善への活用等に関する研修資料 (DVD
による動画視聴及びテキス ト)の作成及び提供並びに質疑応答に関する業

務

(4)高ス トレス者に対する医師による面接指導の実施に関する業務

2'業務の内容

実施する業務の内容は以下のとおりとする。

(1)事前打ち合わせ (契約後速やかに実施)

(2)後記 「5 成果物」に示す成果物の作成及び提供並びに保管作業

(3)ス トレスチェック受検結果 (WEB調査結果)の集計、分析、評価作業

(4)職場環境改善等に関する研修資料の作成及び提供並びに質疑応答

(5)医師による面接指導の調整・実施・報告

3 履行期限

令和 6年 12月 13日 まで
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4 職員数 (予定数)及び成果物配布箇所

職員数 (予定数):14, 800名
成果物配布箇所 :本庁・管区本部等 (15箇所)

指定する部署 (179箇所)

【別添1参照】

【別添2参照】

5 成果物

① 職員 (予定数 14,800名 )への WEB調査票の提供及び個人結果報告書を

WEBにて提示すること (個人印刷が可能とすること)。 また、全受検職

員の個人結果の生データ(各設間への回答結果及び素点換算結果のエクセ

ル形式)を提出のこと。

② 海上保安庁 (本庁)のス トレスチェック実施事務従事者 (以下「従事者」

という)か ら依頼のあった個人結果報告書 (個人のWEB様式と同じ形式

のもの)を PDF形式等にて提供すること。

③ 高ス トレス該当可能性者 リス トを受検期間終了後速やかに提供すること

(本 リス トはエクセル形式の一覧表とし、81項 目全ての回答結果及び高

ス トレス者判定にかかる素点換算結果を含む)。 また、当庁が提供する高

ス トレス者 (医師面接推奨者)リ ス トに基づき医師面接を勧奨し、医師面

接希望者を把握した場合には、面接指導対象者 リス トを提供すること。

④ 集団分析部署等 (集団分析階層)(合計予定数 1,800箇所、形式は別添 4

参照)について集団分析を実施し、集団分析結果報告書を紙媒体にて当該

各集団分析部署等の職場環境改善責任者あて納品のこと(あて先となる職

場環境改善責任者は分析階層ごとに後日提示する。納品先は別添 2参照)。

また、集団分析結果一覧 (PDF形式)及び同生データ (エ クセル形式)

について、従事者あて提供すること。なお、同結果については、本庁・管

区本部等 (15箇所)ごとに、各分析単位の状況が分かりやすいよう、複

数の実施箇所が一覧表示できるよう工夫するものとする。

⑤ ス トレスチェック実施状況等 (回答済、未回答など)について、期間の中

間時点及び期間の 4分の 3時点並びに終了時点に、本庁・管区本部等 15

箇所別に、従事者の指示に従い提供すること。なお、提供されるシステム

の機能により常時把握可能な場合はこの限りではない。

⑥ 医師面接指導結果報告書 (別途提示する)を本庁・管区本部等 15箇所別

に提出すること。

⑦ 職場環境改善等に関する講習会実施要領に基づき、講習用テキス ト及び講

習動画にかかるDVDを本庁・管区本部等 15箇所別に提供のこと。

③ 上記のうち、全受検職員の個人結果の生データ (エ クセル形式)、 全ての

集団分析結果 (PDF形式)、 同生データ (エ クセル形式)については、
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CD―R等に格納 して提出すること。

6 実施要領

(1)受託者は、「1 業務の概要」の業務について、次の要領に従い、実施
するものとする。

イ ス トレスチェック実施要領

別紙 1の とおり

口 集団分析実施要領

別糸氏2の とおり

ハ 職場環境改善等に関する講習会実施要領 .

別紙 3の とおり

二 医師面接指導実施要領

男ll紙 4の とおり

(2)受託者は、契約業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務で、事前

に当庁に申請し承諾を受けた場合を除き、本仕様書に伴 う受託業務を第二

者に再委託してはならない。当庁の承諾を受け業務の一部を第二者に委任

し、又は請け負わせようとする場合 (以下「再委託」という。)は、再委

託承諾申請書及び以下の事項について記載した文書を事前に提出の上、承

諾を得ること。

なお、再委託先は、日本国内の企業であり、かつ、日本国内で業務を行

わせなければならない。

イ 再委託先の選定理由

口 再委託先における業務の管理方法

ハ 再委託する業務に含まれる情報の内容 (個人情報については、特に明

記すること。)

二 再委託先のセキュリティ管理体制

ホ 再委託先が本仕様書を遵守する旨の誓約
へ その他、当庁が指示する事項

受託者は、再委託先が行う業務に対して、再委託業務を適切に行うよ

う指導、監督する義務を有し、再委託先で不具合が発生した際には全て

の責任を負うものとする。

7 情報セキュリティの確保

委託業務の遂行に当たり情報セキュリティを管理するため、次の事項を含

めた内容が記載された確認書を契約締結後速やかに当庁に提出し、承認を得
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ること。

また、当該確認書の内容を変更する場合には、予め当庁に相談するととも

に、変更になった場合は、その都度速やかに当庁に変更後の確認書を提出し、

承認を得ること。

イ 情報システムの構成 (当庁から提供された情報及びその情報に関連し

た情報を取り扱うものに限る。)

口 情報の受け渡し (メ ール、電磁式記録媒体)に係るルール及びセキュ

リティレベルの強度

ハ その他、当庁が別途指示した内容

8・ 個人情報等の保護

委託業務の遂行に当たり個人情報等の保護について、別添 3「個人情報等

の保護」の規定事項を遵守すること。また、個人情報等の管理及び取り扱い

を含む安全管理体制に係る資料を契約後速やかに当庁に提出し、承認を得る

こと。

9 業務計画書等の提出

契約締結後、本委託業務を円滑に行うため、速やかに当庁担当者と必要な

打合せを行 うこと。打合せにおいて、受託者は作業スケジュール、委託業務

に関する実施体制 (人数、資格等 (資格については、確認できる書類と併せ

て提出すること。))等の内容を記載した業務計画書及び本仕様書で定めて

いる関連資料を提出し、当庁の承認を得ること。

10 応札要件

(1)EAP(職員支援プログラム)サービスの実績について

EAP(職員支援プログラム)サービスの実績として、過去、3年間 (令和

3年 1月 ～令和 5年 12月 まで)の間に、本仕様書と同等の業務を実施 した

実績があること。また、その疎明できる資料を提出すること。

(2)情報セキュリティ管理について

情報セキュリティマネジメントシステムに関する ISO/1EC27001ま たは

ISMS適合性評価制度 (JISQ27001)の承諾を受けていること、若 しくはそ

れと同等の情報セキュリティ管理体制を確立していること。

なお、応札に当たっては、事前に同管理体制を疎明できる資料を提出す

ること。

(3)個人情報保護体制について

一般財団法人日本情報経済社会推進協会等の指定機関が認定するプライ
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バシーマークの使用を許諾されていること、若しくはそれと同等の個人情
報保護体制を確立していること。

なお、応札に当たっては、事前に疎明できる資料を提出すること。
(4)医師について

高ス トレス判定を行うに際し、専門知識を有する共同実施者 (医師)が
受託者に委嘱され又は在籍していること。

なお、応札に当たっては、事前に疎明できる資料を提出すること。

11 その他留意事項

(1)業務を遂行していくに当たり、その都度、当庁と十分な打ち合わせを行

うこと。また、双方の認識の離嬬がないよう、受託者はその都度打合せの

議事録を作成の上、当庁に速やかに提出し確認を受けること。

(2)業務に関し、法令及び規則を遵守すること。

(3)職員のプライバシーが守られるよう、情報の取り扱いに細心の注意を払

うとともに、職員に無用な不快感、不安感等を与えることがないよう留意

すること。

(4)本委託業務に係る消耗品・機器及び配送等の諸経費は、全て受託者が負

担すること。

(5)本委託業務は、予定数量で見積る単価契約とし、予定数量に増減が生じ

ても異議を申し立てないこと。

(6)本仕様書の記載内容は全て当庁の解釈によるものとする。

(7)本仕様書に記載されていない事案が発生した際は、全て当庁と協議の上、

その指示に従うこと。

(8)支払いについては、履行終了後に一括支払いとする。
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別紙 1

ス トレスチェック実施要領

1 適用範囲

仕様書のうち、ス トレスチェックの実施について、必要な事項を定めるも

のとする。

2 実施期間

令和 6年 6月 初旬を目処として、職員が当庁仕様への改修を施した WEB
調査票へのアクセスが可能となるよう設定し、職員に対する回答期間を6月

中旬から7月 下旬頃までの概ね4か ら5週間程度設けるものとする (契約後

の打ち合わせ時に詳細調整)。

3 調査方法及び調査結果の閲覧等

受託者は当庁が指定する設問項目等が記載されるなど、当庁仕様への改修を

施した WEB調査票を作成し、アクセスを可能とするための URL及び初期パスワ

ー ド並びに 嘔B調査票の使用方法等を記載したリーフレット等の資料を提供す

ること。その際、誤って他職員名でログイン後受検してしまうような事態の未

然防止と修正するための対応方法も併せて提示すること。

嘔B調査票には「新職業性ス トレス簡易調査票 (短縮版)」 (80項 目)を

基に、「職場で自分がいじめにあっている」との設間を、「職場で自分がセク

ハラや育児等に関するハラスメン トを受けている」と「職場で自分がパワー・

ハラスメントを受けている」に分割した81項目の設問内容を記載すること。

また、当庁が定めた追加のアンケー ト項目である下欄の文言を記載し、選択

ボタンを設定するとともに、当庁が指定した相談窓口に係る情報等 (後 日提示)

を記載し、閲覧可能とすること。

当庁は決められた回答期間内に受検者が回答できるよう、回答方法等を庁内

周知するとともに、受検勧奨を行 うので、受諾者は、当庁内のス トレスチェッ

ク実施について、適宜技術的ア ドバイスを行 うとともに、受検に伴って発生す

る入カミス等の回復を実施すること。
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ス トレスチェック制度では、受検職員が10名 以上の組織区分に対 し、同結果から職場

におけるス トレスの発生傾向及びその原因を分析 し、必要に応 じて職場環境の改善に

活用 しています。これを「集団分析」と言います。受検職員が3名以上10名 未満であ

る場合は、職員総員から同意が得られた場合に限り、集団分析を行いますので、集団

分析実施の同意について、次の中から選択 して下さい。

WEB調査票による回答結果は、その場で閲覧 (契約期間終了時までいつでも

閲覧を可能とすること)及び印刷可能なものとし、4に示す高ス トレス者に該

当する可能性についてもその場で結果表示するとともに、医師による面接指導

を推奨し、その希望の有無も回答できるようにすること。

なお、医師による面接指導推奨にかかる文言は別途打ち合わせする。

4 寓ス トレス者該当可能性者の評価方法等

ス トレスチェック結果に基づく、高ス トレス者の評価及び報告は、次のと

おりとする。

(1)評価の方法

「労働安全衛生法に基づくス トレスチェック制度実施マニュアル」 (平

成 27年 5月 厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援

室)の数値基準に基づき、素点換算表 (評価基準の例 (そ の2))を使っ

て評価するものとする。

(2)高ス トレス者該当可能性者等の報告

上記により抽出した職員について、当庁が別途指定した部署ごとに仕様

書本文 5成果物③で示した高ス トレス者該当可能性者 リス ト及び医師面接

希望者リス トを作成の上、本庁・管区本部等 (15箇所)ごとに電子デー

タ (エ クセルファイル)で速やかに報告するものとする。

(3)k師による面接指導対象職員の選定等

受託者から報告のあつた高ストレス者該当可能性者リストを基に、本庁

・管区本部等 (15箇所)の実施者が、高ストレス者 (医師面接指導推奨

者)を選定するとともに、医師による面接指導を勧奨するが、受託者が提

供するシステムにより面接指導勧奨可能の場合は、これによることとし、

医師面接希望者を把握これによつて医師の面接指導の対象となる職員 (以

下「面接指導対象者」という)を選定確定させ、別紙4の医師面接指導実

施要領に基づいて面接指導を実施することとする。

5 結果の閲覧等

WEB調 査票への回答内容 を基に、以下内容 を記載 した個人結果票及び添付
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する書類を作成し、WEB上で受検者に提示すること。

(1)記載事項

イ 個人のス トレスチェック結果

下記の事項について、個人のストレスの特徴や傾向を数値、レーダー

チャー ト等の図表等やイラス トを使用してカラーで示すことで、わかり

やすいものとなっていること。また、結果の見方の説明も付記するとと

もに、専門家である医師による分析結果及びセルフケアのためのア ドバ

イス等も記載することとなつており、同ア ドバイス欄記載事項について

は、専門家 (医師)の意見を基に受託者が作成の上、当庁の承認を得る

こと。

● 心理的な負担の原因に関する項目

● 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

● 他の職員による支援に関する項目

ロ ス トレスの程度

高ストレス者に該当するかどうかを示した評価結果を記載すること。

(評価方法は上記4(1)に よる)

ハ セルフケアのア ドバィス

各個人の結果に応じ、ス トレスの軽減、不調の予防のために必要と考

えられるセルフケア (食事 。睡眠・運動等の改善、ス トレス対処法等)

について、個別に専門家である医師によるコメントを記載すること。

二 相談窓口の情報

当庁が指定した相談窓口に係る情報等を記載すること。具体的な情報

内容等について、当庁から受託者に提供する。

ホ その他、当庁と受託者の双方が協議により、必要と認めた文書を受託

者が作成し、WEB上で提示すること。

6・ その他

ス トレスチェック結果 (個人結果票)の記録については、各設問項ロヘ

の回答状況及び個人結果通知の各項目の点数 (小数点第 3位を四捨五入し

た小数点第 2位までの表示)の一覧表を作成し、当庁から指示された期間

内に電子データでCD― R等に適切なパスワー ドを付して、本庁・管区本

部等 (15箇所)ご とに報告すること。

また、記入済みの WEB調査票については、契約終了時、受託者が確実

に消去を行うこと。
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別 紙 2

集団分析実施要領

1 適用範囲

仕様書の うち、集団分析の実施について、必要な事項を定めるものとする。

2 実施期間

令和 6年 9月 末 日を目処に実施するものとする。

3 実施対象

受託者は、当庁が別途指定する集団分析部署等 (集団分析階層)(予 定数

1800箇 所)について集団分析を実施 し、その結果を本庁・管区本部等 (1

5箇所)の所属長及び指定する部署の職場環境改善責任者あてそれぞれ報告

すること。

なお、集団分析部署等については、当庁から、職員のス トレスチェック実

施における集団分析階層 (最大 5階層)に職員名等必要な情報を付 した一覧

表を作成 し、あらかじめ受話者に提供する。

ただし、当庁が指定する部署の受検者数が 3名 以上 10人未満であ り、総

員が集団分析実施に同意 していない場合は、該当する部署名を当庁に連絡 し、

当庁の指示により集団分析の実施対象部署を整理するものとする。

4 集計及び分析方法並びに様式

(1)受話者は、集団分析結果 として、クロス集計等の方法を用いて、以下の

項 目の分析 (小数点第 3位 を四捨五入 し、小数点第 2位まで表示)及び評

価 (医師等専門家による評価)を行 うものとし、「仕事のス トレス判定図」

や 「いきいきプロフィール全体図」を用いるなど、グラフや レーダーチャ

ー ト等を使用 し、視覚的にわか りやすいようなカラー リングや表現方法を

用いるほか、グラフや レーダーチャー ト等に示 している各項 目について、

項 目の見方や現在の状況、留意点、さらには、集団分析結果を基にした具

体的な職場環境改善方法等について EAP(職員プログラム支援システム)

機関としての専門的見地からコメン トを付 した上で、現状を把握 しやすい

形式で指定する部署 (予定数 1800箇 所)ごとに作成するものとし、当

庁が指定する様式を用いること。

イ 仕事の量的負担
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口 仕事のコン トロール

ハ 上司の支援

二 同僚の支援

ホ 労働者の仕事へのポジティブな関わ り (ワ ーク・エンゲイジメン ト)

へ 職場の一体感 (職場のソーシャルキャピタル )

卜 職場のハラスメン ト

※職場のハラスメン トについては 「セクシャルハラスメン ト」、 「パワーハ

ラスメン ト」をそれぞれ別のグラフとして表示 し記載すること。

(2)集団分析の結果に基づき、対策を図るべきス トレス要因の優先順位等に

ついても併せて当庁に提案するものとし、職場環境の改善につながる具体

的な対策が提示された資料を同封すること。

(3)分析結果・評価については、当該所属機関が当庁全体平均、管区別の平

均、部別平均、民間平均等 と比較できるよう、上記 (1)で使用する図表に併

記 し、現状を容易に把握できるようにすること。

(4)階層表は、別添のとお り最大で第 5階層 とする。

5 結果の送付期限及び送付方法

(1)ス トレスチェックを実施した後、集団分析結果報告書 (以 下「報告書」

という)を概ね 2ヶ 月以内に以下のところに送付すること。

(2)報告書は、紙媒体で当庁が指定する部署 (予定数 1800箇 所)の職場

環境改善責任者等あてに、別添 2に て指定する配布箇所 (180箇所)ヘ
下部組織の分析結果も併せて送付すること。

(3)集団分析の結果は、内容が第二者に判読できないよう措置した上で、封

筒に入れ封絨し送付すること。なお、第二者が誤って開封しないよう、封

筒の前面に「ス トレスチェック集団分析結果在中」及び「親展」と記載し、

当庁が指定した宛名に親展扱いで送付するものとする。

(4)集団分析結果一覧の電子データは、電子記録媒体 (CD― R等 )に適切

なパスワー ドを付して、本庁・管区本部等 (15箇所)に提出すること。

6 その他

集 団分析 に係 る一切の関係書類 について、誤 りがないよ う受託者 において

複数名による確認作業後、納品す ること。集団分析 を行 う部署が確定後、当

庁が指定す る部署 ごとに取 りま とめての上、速やかに当庁へ報告 し、必要な

指示 を受 けること。

-2-



別紙 3

職場環境改善等に関する講習会実施要領

適用範囲

仕様書のうち、職場環境改善等に関する研修資料の作成及び提供並びに質

疑応答の実施について、必要な事項を定めるものとする。

2.目 的

集団分析を実施した部署の管理監督者が、集団分析結果を基に、職場の状

況を把握し、具体的な職場環境改善を行 うために必要な知識を習得すること

により、明るく活気のある職場環境づくりを推進することができるようにす

ることを目的とする。

3 実施機関及び履行場所

(1)実施期間

令和 6年 10月 中旬から令和 6年 11月 末 日を目処に、 5の研修内容を

盛 り込んだ動画視聴用 DVDと テキス トを作成の うえ、 3(2)履 行場所

あて送付すること。

(2)履行場所

本庁・管区本部等 (15箇所)と する。

4 対象者

集団分析結果を通知する部署の管理監督者等

5 研修内容

(1)職場環境改善の意義

(2)集団分析結果の見方及び留意点

(3)職場環境改善の具体例

(4)職場環境改善の進め方

(5)職場環境改善計画案の作成

(6)そ の他、当庁が必要と認める内容

6 講師

(1)動画出演講師は以下の条件を満たす者 とする。
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イ 講師 としての経験年数が 3年以上であること。

ロ メンタルヘルスラインケア研修の講師 として実績が 10回以上ある

こと。

ハ 職場環境改善研修の講師 として実績が 10回以上あること。

二 個人情報保護、セクシャルハラスメン ト防止や人権問題等について十

分な知識がある者 とすること。

ホ 海上保安庁の業務内容、組織構成等を十分に理解 していること。

(2)講師の略歴を書面にて事前に当庁に報告すること。

7 事前打合せ

本委託業務を円滑に行うため、研修資料等の作成に合わせて、当庁と十分

な打合せを行うものとし、当庁の要望に可能な限り応えるよう努めるものと

する。

8 研修資料等の内容にかかる質疑応答

各管区本部等において研修資料等を視聴の際、質疑等があった場合には、

質疑の内容を受託者に伝えるので、回答を作成のうえ、速やかにメール等で

速報すること。

-2-



別 紙 4

医師面接指導実施要領

1 適用範囲

仕様書のうち、医師による面接指導の実施について、必要な事項を定める。

2 実施期間及び履行場所

(1)実施期間

令和 6年 9月 初旬か ら令和 6年 11月 末 日頃を目処に、実施する。

(2)履行場所

以下の要件を全て満たす会場を履行場所 とする。

イ 施設に関する事項

当庁又は受託者が用意 した施設 (以 下、 「面接会場」とい う。)と す

る。

面接会場は、面接内容が第二者に漏れない様、設置場所、部屋の構造

等、十分配慮 してあること。

口 設置場所に関する事項

面接会場を本庁・管区本部等 (15箇所)及びその下部組織が所在す

る地域又は近隣の地域に設置するものとする。

ハ WEB面 接指導

受託者 と被面接者の希望が合致すればWEBに よる面接 も可能 とする。

3 面接指導対象者

別紙 1、 4(3)に 該当する職員

4 面接指導実施回数 (予定数)

30回 (予定数)

5 面接指導の申し込み

面接指導の申し込みは、本庁・管区本部等 (15箇所)の実施事務従事者

から電話や電子メール等の方法により行うものとし、当該申し込みがあった

場合は、実施日時、場所、対応する医師の情報の提供等、速やかに必要な対

応をとること。
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6 実施要領

受話者は、個人結果通知までの間において、予め、本庁担当者 と本面接指

導に係 る実施の流れの打ち合わせを十分に行 うこととし、面接指導を希望す

る職員に対 しては、当庁の指示に基づき、以下のとお り面接指導を実施する

こと。

(1)実施時期

受話者は、面接指導申出書を受領 した 日から概ね lヶ 月以内に、医師に

よる面接指導を実施すること。

(2)面接指導医師

面接指導を行 う医師は、ス トレスチェック制度の趣旨及び基本的な考え

方を十分理解する者の うち、以下のいずれかに該当すること。

イ 日本精神神経学会が認定する精神科専門医であること。

口 精神保健福祉法 (昭和 25年法律第 123号 )に基づ く精神保健指定

医であること。

ハ 精神医学分野での就業経験があること。

二 日本医師会が登録する認定産業医の内、医師会等が主催するス トレス

チェック制度に関する研修等を終了 しているか、それに準ずる知識を有

.すること。

ホ その他イから二までと同等の知識を有すること。

(3)実施内容

受託者は、面接指導医師に対象職員のス トレス状況等を評価 させ、健康

被害を軽減又は未然に防止するために、具体的な指導及び助言を行わせる

こと。

(4)実施後の報告 (そ の都度 )

イ 報告期限

面接指導を実施 した 日か ら 10日 以内とする。ただ し、緊急に対応が

必要な職員がいる場合は、面接指導医師による必要な措置を執 らせると

ともに、速やかに当庁まで報告すること。

口 報告様式

面接指導結果通知書 (当 庁より別途提供する。 )

ハ 報告内容

上記 口の報告様式内にある各項 目について面接指導医師の意見を記

入 し、特記事項に意見及びその理由を記入すること。また、必要に応 じ

て別紙にて詳細事項を記入 し添付すること。

二 報告方法
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医師が行なった面接指導の結果は、第二者が内容を見ることができな
いよう措置し、対象機関の実施者及び実施事務従事者宛て (親展扱い)

にそれぞれ書面で報告すること。

ホ 報告後の不具合

受託者は、面接指導を行った医師の報告内容について不具合 (記載内

容の不備等)が あった場合は、当該医師に対して適切に対応させること。

(5)最終報告 (完了報告)

全ての面接指導が完了した際には、本庁 。管区本部等 (15箇所)ごと

に、実地日時場所、実施人数等を取りまとめの上、「医師の面接指導実績

一覧表」として電子データで速やかに本庁へ報告すること。

7 その他

(1)受託者は自らが用意した面接会場の利用に係る費用及び、医師が面接指

導を行なう際に要した交通費は、受託者の負担とする。

(2)受託者及び面接指導を行なう医師は、対象職員の個人情報に細心の注意

を払って取り扱うこと。

(3)本実施要領に記載されていない事項については、当庁と協議の上、対応

すること。
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先― (15 内

●

番 号 部 署 郵便番号 都道府県 住 所 代表電話番号 区 分

海上保安庁 100-"76(個 ) 東京都 千代田区霞が関2-1-3 03-3591-6361 本 庁

海上保安庁海洋情報部 100-8932 東京都 千代田区霞が関3-1-1 03-3591-3601 本 庁

海上保安大学校 737-8612(4固 ) 広島県 呉市若葉町5-1 0823-21-4961 学校

海上保安学校 6郷 -8503(個
) 京都府 舞鶴市字長浜2001 学 校

第一管区海上保安本部 047-8660(個 ) 北海道 小樽市港町5-2 0134-27-ol18 本 部

第二管区海上保安本部 985-8507(個 ) 宮城県 塩釜市貞山通3-4-1 022-363-0111 本 部

第二管区海上保安本部 231-3818(個 ) 神奈川県 横浜市中区北仲通5-57 045-211-1118 本 部

第四管区海上保安本部 455-3528(個 ) 愛知県 名古屋市港区入船2-3-12 052-661-1011 本 部

第五管区海上保安本部 650-8551(個 ) 兵庫県 神戸市中央区波上場町1-1 078-391-6551 本 部

10 第六管区海上保安本部
'34-3560(個

) 広島県 広島市南区字品海岸3-10-1フ 032-251-5111 本 部

11 第七管区海上保安本部 801-8507(個 ) 福岡県 北九州市門司区西海岸 1-3-10 093-321-2931 本 部

12 第八管区海上保安本部 624-8686(個 ) 京都府 舞鶴市字下福井901 0773-76-4100 本部

13 第九管区海上保安本部 950-8543(個 ) 新潟県 新潟市中央区美咲町1-2-1 025-235-0118 本 部

14 第十管区海上保安本部 890-8510(個 ) 鹿児島県 鹿児島市東郡元町4-1 099-250-9800 本 部

15 第十一管区海上保安本部 900-8547(個 ) 沖縄県 那覇市港町2-11-1 098-867-0118 本 部

1ン/´ 1

lorzs-tz-sszo
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送付 一覧 (179 内訳 )

本庁合計

教育桂田合計

―管区合計

=管
区合,,

20

,2

番号 部 署
郵使番号 都■府県 住 所 代表電話番号 区 分

上保安庁 100-89■ (口 ) 東,都 子代口区霞が関2-1-3 本 庁

澪上,安ま験研究センター 190-∝‖5 東京都 立川市泉町 1156 本 庁

海上俣安庁海澪情報。1

海上保安大学校 737-8512(0)

東京ユ

島 県

千代日区麟が関3-1-1

市若栞町5-1 0820-21-496:

え上凛安学崚 626-8603(`3) 京都 府 F鶴 市宇長浜2001 0,73-62-3520

本 庁

壼 按

争 枝

洒上保安学校円司分薇 ,■ 向県 北九州市門司区 白野江3-3-1 学 校

7-6560(日 )

岩招市下野郷亨北長招4

小将市落町5-2 本 部

学 校海上保安争鞍官城分核

第一管区海上保安本部 北海道

官城県

函館海■侯女部 040-α )61 北海道 函館 市海岸町24-4 保 部

因館海上保安部江差海上俣安暑 北海道 檜山3工差町字姥神町 167 0139-52-5118 保 暑

|| 函館海■侯安都議樹た上保安暑 北掲遭 久遺 3せ たな町瀬輛区三本杉30-1 013'-87-2604 彙 暑

12 小織海■侯安部 北海道 4ヽ 苺市港町5-2 0104-27-6118 保 部

北海道
=面

市入工町1-13 0143-23-011813 奎面海■■安部 051-0023 嗅

“
14 菫面た■保安都苫小牧海上保安■ 北海道 苫小牧市港町 1-6-15 俣 尋

16

=騒
海■保安都浦河海上掟安署 057-0(2, 北 海 道 涌河邸浦河町潮見町42-1 ,尋

=討
15 釧路海上屎安椰 北海道

“

路市南ス町5-9

北海道広尾3広尾町並末通東 1-12-1 保
=

1, 釧路海上保安部広尾海上保安署 北海道

0114-42-0650 侯 部0'7-α 48 北海道 口南市大町3-37-118 留萌海上保安郡

俣 部北海道 灌内市田道2-2-110 確内海■侯,部

保 部北海道 紋別市港町5-3-1020 紋別海■屎安椰

保 暑網走市南5条東7t海道21 紋別海■保安部輌走海上保安署

■ ,北海道 根室市琴平町 1-38087-D〕5622 根室海上保女部

分
=

北海道根宝海上凛安椰花哄分
=

23

0163-87-22,4 保 i

根宝市花咲落434

日梨郡雛 :町船見町 132it海道根宝海■保安椰羅口海上民安暑24

航 空0138-o8-3515北 海 道 函館市赤坂町65-125 函館航空基地

0154-57-4118 航 空o84-0926 lt海道 倒路市鶴丘 2鋼路空港 内26 畑路航空基地

022-363-O111 本 部

千晟市平和千歳空港内

彗豊市貞山菫3-4-1985-3507(口 )

北海道

宮城県

千重航空こ■

二管区海■■安本部

017-704-2420 保 都青苺県 ,森市青柳1-1-2■
=海

上保安部29

01'8-33-1222 ■ 部人戸市笙溶■2-16青量県′ヽ戸海上凛安椰30

俣 部岩手県 姜石市魚河■1-231 螢石海上
=安

苺

保 暑宮古市敷ケ|1下町2-33宮 古北部滲湾合同庁舎岩手県士石海■保安部宮古海上屎安暑32

022-363-01:4 保 部宮城県 塩釜市貞山通8-4-133 宮城海上屎安部

保 暑富城 県 石を市中島町15-2石 薔霧湾合曰庁書内富城苺 上俣安椰石を海上保安暑34

0226-22-7084 凛 署気仙沼市朝日町1-2気 仙沼合同庁舎S階官城県35 宮城海■保安郎気仙沼海上保安■

018-84S― 1621 ■ 部秋 田県 秋田市土綺藩西1-7-3536 秋田海上保安椰

0234-22-1801 保 部998-0036 山形桑 洒田市船う町2-5-43洒口海■保安部37

0246-53-,112 保 部福島県 tヽ わき市小名浜字長己町1138 掻島苺上保安都

045-211-1118

下野3字 北長沼4

中区北苺

“

-57

仙台航空基t

三管区海上保安本部40 1県

城 県

029-263-4118 ス 部茨城県 ひたちなか市和国町3-4-16茨城海上保安都41

,署茨li県 幕栖市東豫芝942 茨城海■保安都ES海 上侯安署

040-301-0118 侯都千葉市中央区中央港1-12-2千葉海■保安苺 千葉県43

保 暑千栞県 木更津市新港8-2千葉海■屎安都木更津海上保安■

“ 0(7● 2●0118 分 室千葉 県 掟 山市招字西原987-145 千葉海上景女椰lg山 分宝

餞子●川口町2-6431 保 郎288-0001 千葉県46 鐘子海上凛安椰

04,0-73-4999 保 暑千葉県 勝浦市浜

"浦
499饉7海上屎安椰勝

"海
上保安署47

03-6664-1118 俣 都東京都 工東区青澪2-7-1148 東京海■保安都

横浜市中区新港 1-2-1 凛 部231-α )01 神奈
"1県

49 横浜海 上侯安椰

保 署100-2:01 東京毬 小筆原村父島事清瀬 3250 横浜海上保安部小笠原苺上保,■
■ 尋川埼市

"1峙
区千島町12-3横浜海上屎安部川 |1海■保安

=
神奈川彙51

侯 部神奈川県 横須■市口清か ,無 番地52 横須賀海上凛安部

保 暑神奈り|1県 藤沢市工の島1-12-2横須贅海■保安都湘南海上侯安
=

53

=椰
静岡県 静田市清*区 日の山町9-154 清水海上保安都

俣 暑静岡県 ●前|1市渚6170-2■水海上保安都御前崎力■保安署55

保 椰静 M県 下 田市3-18-2356 下田海上保安都

海 セ

"奈
川県 横浜市中区北仲■ 5-57東京湾澪■交壺セ ンター57

03-3747-1118 航 空東京薔 大 口区羽日空港 1-12-158 羽口航空
=増
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二管区合計

四管区合計
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先 一 (179 内訳 )

区 分代表電話番号
都道府県 住 所郵便番号

署部

特 救o3-3747-'l18
東京コ 大田区羽田空港 1-12-1

69 羽 田=務救載甚地

045-226-1118横浜市中区争港1-2-1

名古屋市落E入 船2-3-1245S-3528(a)

神奈川県

量知 県

横差桂勁防鰈基」L

第四督区海上晨安本部

`|

∞

本 部

民 部愛知県名古屋海上保安都

保 暑0532-34-0118

名古屋市議区入船2-3-12

壼構市神野ふ頭町3-11441-3076 愛知 県60

俣署愛知県 半 田市十一号■ 264

名古屋海上保安椰二河海■屎安
=

名古屋澪上保安部表浦海上保,■
059-357-Ol18 保 部二重県 四 口市市千歳町5-16`o-005,

“

四曰市海上凛安都

059'-25-01,8 保 部三菫 県 尾鷲市南暉町6-34尾E海 上侯安椰66

059卜 25-0:18 侯 部■羽市島,1-2383-28517-OO11 二重県67 烏羽藩上侯安部

059卜 6003∞ 分 宣三菫 県鳥羽海■屎安部′島分室 517●40468

航 ス受知 県

t摩市′島町ス島1161-6

常 ,市セントレア1-25, 中椰空港海上保安航空こ地

海 セ名古屋港海上交通センター 愛知 県 名古屋市港区金城ふ頭3-170

部

田原市,良湖町古山2814-38

戸市中央区波工場町 1-1

,, ,■湾海上支■センター

第五管区海上保 安本部 650-355,(口 )

愛知 県

兵庫県

0531-3■ 27∞

0735-58-∝姶4 水猥73 下皇末路猥 瀾所 649-5142 和歌 山県 東牟奎椰椰智勝洒町下里 1981

74 大阪海上俣 安監部 大阪府 大阪市落区葉諸4-10-3 保 都

75 大阪海上侯安監都堺海上保安暑 大阪府 堺市西 区石津西町 20 072-244-17,1 俣 署

'6
大餞海上保安監部岸和曰疼上保安暑 大重府 ″和田市新港町 1 0'2-422-3592 俣 暑

,7 神戸海上保安部 兵庫 県 神戸市中央区波上場町 1-1 0'3-331-2027 保 部

78 神戸海上■,部西富潟上保安
=

兵庫 県 西官市浜町7-3S 0798-22-70,0 保 暑

′9 姫路海上R安 部 兵庫 県 獲藩市飾 磨区須加294-1 晨 部

80 姫路海上保安部加古川海上保安■ 6,5-0136 兵庫 県 力●川市別府町落町14-2 0'9-436-0671 保 暑

8: 和歌山海上保安苺 和歌 山県 和歌 山市築港 6-22-2 07,-402-5860 ,都

82 和歌山海■■安部海南海上保安■ 和歌山県 海綺市下津町下澪3066-16 ,署

33 日辺海上保女部 和歌 山県 口辺市文里 1-11-9 屎 部

84 田辺海上
=安

ユ亭本海上保安署 649 0'10 和歌 山集 重準
=3■

本町サンゴ台
'83-9

0'3S-62-0226 彙 著

86 徳島海上
=安

都 重 島県 小松島市小松島町字外開1-11 県 部

86 億島海上保安部美波分室
'79-2005

億鳥県 海●3羮螢町臭珂内宇弁財ヤ ー 1 0384-77-0655 分 塁

8' 高知落上保安部 ,80-8010 高知県 高知市崚橘椰 -4-55 ■ 部

88 高知海上
=安

部宿毛海上保安
=

高知県 宿毛市片島10-60-6 0380-65-8117 保 暑

89 高知海上保安部土に着水海上保女暑
'87●

3“ 高知 県 iC着永市E町 18-46 景
=

閥西空港海上保安航空基地 大瞑府 棄佐野市 泉州空港北 1 072-455-1235 航 保

91 神戸市中央区港島南町7-2-22

広島市南区字品海岸3-10-17 1-5111

大限湾苺■交通センター

第六 管区海上景安本部 73,t-3560{€)

90 水島海■屎安額
'12-3056

日山県 倉敷市水島福■

"-15
屎 都

94 玉野た■保女椰 向山県 玉野市宇野1-8-4 俣 部

95 広島海上保安部 734-8500(日 ) 広島県 広島市南区字品お‐ -10-17 082-253-31il 保 郎

広島澪上屎安椰岩国お■保安
= '40-て

X■)2 1,D県 岩国市新港

“

-9-57 0827-21‐ 6118 保
=

広島海上保安郎初丼苺上保安暑 山口県 柳 丼市柳丼 134-126 保
=

98 呉海上景安椰 737-0029 広島県 呉市菫町9-25 保 都

99 尾道海上
=安

部 ,22-0002 広島県 尾通市●浜町 2フ ー 13 保 部

100 尾遺海上保妻都福山海上保安署
'21-0962

広島県 福 山市東手城町2-18-3 侯 署

101 色山海上保安部 山口彙 目南市溺智町3-1 0884-31-OI10 保 椰

102 高松海上嗅安部
'6●

∞64 香川県 萬松市朝日新町1-30 087-32,-7013 保 部

108 高松海上保安部坂出海上保安
=

香川県 坂出市入船町 1-6-10 0377-46-5999 屎 署

,04 高松海■保安部小二島海上晨安
=

,61-4425
=川

県 小豆3小豆島町坂手甲1835-2 保著

105 松 山海上保 安部 愛媛 県 松山市海岸通り2426-5 保 都

,06 今珀海上保安部 愛颯県 今治市南大円町 1-3-1 俣 部

i07 今治海上保安郎新居浜海上保安
=

愛媛県 子居浜 市西原町 2-フ ー55 089'-32-0118 保 与

108 宇和島海上保安部 愛媛県 争和島市住言町3-1-3 保 都

109 備讀薇戸潟上支邊センター
=川

県 検,3字 多津町■の山3810-2 海 セ

|,0 来島海崚海■交通セ ンター 愛婚県 今治市湊町2-5-100 海 セ

801-8607(個 )

広島県

福岡県

三鷹市本椰町書入寺甲94-22

市円司区西海岸1-3-10 本1,

航 空|,1

112

広島航空甚地

第七管区海上凛安本部

]13 仙崎海上虔安躍 769 4106 山 口彙 長同市仙■ 1026-2 屎 部

114 {川 崎澪上保安都萩海■保安暑 山 口果 姜市大字格東560フ ー7 保
=

円 司た■保安都
115

円 司海上保安郎小倉分菫
福岡県 北九州市円司区西海岸 1-3-10 屎 部

六管区合計 20
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送 付 (179箇所内
番 号 部 ■

郵便番号 都道府県 ‐
=、

 :■ ■ 区 分

116 門司海■保安都下関海上保安暑
'50-0066

山口県 下関市東大和町1-7-1 0332-67-1,11 保 暑

11, 閂司海■ま安部学部海■保安
=

755-0044 山 口県 宇椰●新町10-33 0836-21-2410 保 暑

118 円司海上保安部苅田海■保安暑 福 岡県 京都郡苅口町港¨ 7 保 詈

l19 若松海■■安部 8“―∞34 北え媚市お松区ネ町1-14-12 0,3-761-2497 ・I=]

'長

岡海上保安部 福岡県 福 岡市11多 区

"浜
町8-1 ■ 部120

121 三地海上保安部 336-0061 福口 県 大■田市斬港町 1 0'“―

"●
521 凛 都

122 唐津海上候安都 佐賀県 書津市ニタ子3-216-2 慄 部

123 唐澤海上保安部,万量海上保女
=

●贅桑 伊万里市山t町久原2976-31 R署

124 店津海上凛安部薔崚海上
=安

署 311-5135 長崎県
=署

125 長●海上保安部 860-0321 長崎槃

薔崚市場 ノ清町郷ノ浦648-5

長崎市松が,町 フー29 保 部

126 長綺海上民安部五島海上保安署 長崎県 玉島市東ス町2-1-1 保 暑

12' 佐世侯海上保安都 35'-0852 長綺栞 佐世保市予尽町4-1 凛部

侯 署128 に世保海上俣安都平戸海上保安署 長崎 県 千戸市岩の上町1529-2

長崎泉 対馬市饉原釘東里341-42 0920-52-0640 保 部129 対馬海上保安部 81'―α 16

侯 尋長■ 県 ヽ民●■対馬町比口摯1000-23130 対馬海上保安,比 田勝海上嗅安手

大分市大学澪原字地滉916-5 俣 部大分海■保安都 人分 県

保 暑大分 県 佐値市鶴谷町2-3-30

131

132 大分海■ヌ安苺佐伯海■保安暑 876-0811

0972-32-2886 分 室87,-2442 大分 県 津久見市議町8-5133 大分海■保安部津久見分菫

海 セ福岡県 i九州市祠司区松原2-10-11関円海颯海上支■センター134

4‐8686(個 )

800-0005 福岡県

京郡府

136

130

093-4,|-7006

本 部

京都都苅日町空洛南町9北九州空港内

舞鶴市字下福丼901第′ヽ管区海上保,本部

保 部0''0-22-0191福 井県 菫買市港町7-15教 賀海上保安部13,

俣 暑福丼県 小浜市川崎1-3-1教質海上
=安

椰小浜海上
=安

署138

屎 暑,“ 丼県 坂井市三日町山■50-2-2139 彙買海■凛安都福丼力■侯安
=

07'3-,6-4120 保 部京都府 彙11市字下福丼901,鶴海上保安都

0'72-22-0118 俣 署宮津市字薔賀2174-2京都府,■海上保安部宮津海上凛安署

保 暑案方郎番姜町書住R壕 1104-4兵暉県142 舞鶴海上颯安部
=住

海上保安
=

保 部鳥取県 境港市昭和町9-1684-0034143 境海■侯安都

保暑085,-32-0113島取 県 鳥取市港町,境海上保安都鳥取海上
=女

暑 68∝096144

民 署隠崚都隠崚の島町東町宇この下99-2島根県■海上彙安郎隠崚海上,安署145

0855-27-07,0 夕 部島根県 夭田市長浜町 1785-16:46 浜 口お■屎安椰

本 部

航 空鳥取 県

新潟県

,港 市仁螢神町2064(米 子空港内)

新潟市中央区美哄町1-2-1第九管区海上保安本部

彙
=航

空
=地

 (■ )147

148 96●8543(個 )

保 部025-247-0118新名県 6月市中央区竜が島1-5-4新潟海■侯安舒149

025-543-4118 保 署上越市港町1-11-20新澪 県,50 新潟海■保安部上建海上保安暑

0259-27-0,18 凛暑新澪県 佐灌市両澤夷384-1新渇海上保安都佐
=海

上■安署15[

0766-46-0118 民 瓢き山県 高国市伏木錦町11-15快木海上保安椰152

076-266-6113 保 部全沢市■4-13920-0211 石川県153 全沢海上俣安部

桑 部石川県 七E市 矢田新町二部173164 t尾海上
=安

部

0768-74-3118 保 暑927-0553 石川県 凰珠椰能■町字小木21-1フ 3-3t尾海■保安都能基海■保安看,65

新月市東区松浜:l『 新潟空港内

饉児島市東墨元町4-110(口 )

166

15'

025-273-31:8新属県新月航空基地

第十管区海上保資本部

0964-52-3100 凛部熊本県 字城市三角町三角浦1160-20籠本海上保安部153

096S-3'-14,7 彙 暑866-0(33 無本県 ′ヽit市落町139颯本海上侯安菫人代露■保安看16,

0969-73-3194 保 暑熊本県 天章市牛深町 286160 熊本海■保安部天草海上保安暑

曰南市油オ4-12-1 098'-22-3021 保 部887-(ゆ01 官綺県161 宮崎お■
=安

椰

0982-52-8695 保 暑日向市大 学 日知E16847-5宮崎海上保安都日向海上侯安暑 宮崎県162

保 部E′・ 島県 饉児 島市浜陀 -5-1163 饉児島誨上保安都

保 署E児 島県 饉児島市
=入

中名町1000-28164 虚児島海上屎安椰喜入漆上保安
=

侯 暑塵児島県 ,E宿市山川福元6'13鷹児島海上保安都指宿潟上保,■155

保 署鹿児島県 志布志市忘お志町志布志3259166 鷹児島海上保安椰志布t海上保安暑

,署E児 島県 西 之表市西之表 16314番地6a子 島合同庁書16, E児 島海上保安苺電子島海上凛安暑

いちき串木野市

"和
町54-1 保 都座児島県168 事木野海上景安椰

保 都直児島県 苺美市名菫人 ,町 22-1モ美海■民安部

大島都瀬戸内町大■古仁屋字船澤3S-1 保 暑8,4-1506 壼児島県1,0 奄美海上保安部古●量海上保安暑

0995-58-2541

都9∝卜854,(0)

菫児島県

沖縄 県

霧島市■ 2町菫字由迪276-2

郷覇市港町2-11-1

171

172

E児島航空茎11

第十一せ区澪■嗅安木都

椰扁市灌町4-6-5 保 部那覇海上保安椰

"苺
県173

七営区合計

′ヽ管区合靡

九管区合計

24

12

十管区合計

3/′ 4

092 23! 5366

0955-7a a323

o92o a7 05o€

oo+32r-5r33

095$r2-,1999

095G22 1SS9

画 面
,

15



区 分代表電話番号郵便番号 都道府県 住 所番 号 部 薯

俣 尋沖縦 県 名護市字言皇452-31'4 那覇海上保安椰名護海上保安
=

保椰0980-83-0118沖縄 県石垣海上
=安

椰1,5

■ ■0980-'2-0118沖縄県 官古島市平良字西里7-21176 官●■海上
=安

部

098-938-7118 保 部沖縄 県

"■
市澪邦町3-45■城海上保女都1,7

098-858-O,18 航 空椰喘市・ F筆水344沖縄 県1,8 椰轟航空基地

航空0980-86-3989沖望県 石垣市壺山222-282石垣航空基地1,9

1 内

4/4

8



別添 3

個人情報等の保護

個人情報等の保護に係る受話者の責務

受託者は、この契約の履行に当たり、個人情報等を取り扱 う場合は、本別

添に定める事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他関

連する情報の保護に必要な措置を講じなければならない。

2 再委託の禁止

受話者は、この契約書に基づく契約業務を第二者に委託 してはならない。

ただし、契約業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務について、予め

当庁の承諾を文書により得た場合は、この限 りではない。

3 秘密の保持

(1)受託者は、上記 2ただじ書きにより当庁が承諾 した場合を除き、委託業

務によって知 り得た情報を第二者に漏 らしてはならない。また、契約解除

又は契約終了後も同様 とする。

(2)上記 2ただし書きにより当庁が承諾 した再委託先の秘密保持については、

受託者が全責任を負って管理するものとする。

(3)こ の契約の履行に当た り、委託業務の従事者 と個別に退職後 も有効な守

秘義務を締結するものとする。

4 -目 的外使用の禁止

受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の情報を他の用途に使用して

はならない。また、受託者は、上記 2ただし書きにより、当庁が承諾した部

分を除き、契約の履行により知り得た情報を第二者に提供してはならない。

5 複写複製の禁止

受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、当庁から受領した原票、

資料等がある場合は、当庁の承諾を得ずに複写又は複製をしてはならない。

6 個人情報等の管理及び取り扱い

(1)受託者は、当庁から提供された原票、資料等の情報及び受話者が契約履

行のために作成した資料やそれらの記憶媒体については、施錠できる保管

庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な場所に格納するなど適正に管理し

なければならない。
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(2)受託者は、前項の規定による個人情報等の管理及び取り扱いに当たって

は、管理責任者を定めるとともに、管理簿等を設け、個人情報等の管理及

び取り扱い状況を記録しなければならない。

(3)受託者は、当庁から要求があった場合には、前項の管理記録等を当庁に

提出しなければならない。

7 受託者の安全対策と管理管理体制資料の提出

(1)受託者は、委託業務の適性かつ円滑な履行を図るとともに個人情報等の

保護に万全を期すため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理

下の施設において、以下の事項について、安全管理上必要な措置を講じな

ければならない。

イ 管理責任者の指名及び委託業務の従事者の人定

口 委託業務を処理する施設等の入退室管理

ハ 当庁から提供された原票、資料等の使用、保管管理

二 契約成果物、契約履行過程で発生した成果物 (出力帳票、磁気テープ、

CR― R等の電子媒体も含む。)の作成、使用及び保管管理

ホ その他仕様書等で指定したもの

(2)受話者は、個人情報等の管理及び取り扱いを含む安全管理体制に係る資

料を契約後速やかに当庁に提出し、承諾を得なければならない。

8 従事者に対する教育及び研修義務

受託者は、委託業務あ従事者に対し、本別添に定める事項の理解及び遵守

を周知徹底するとともに、個人情報等の取扱いについて、必要な教育及び研

修を実施しなければならない。

本教育・研修は、第二者に業務委託した場合においても同様に実施しなけ

ればならない。

9 当庁の検査監督

(1)当庁は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を

含む受話者の個人情報等の管理に対する検査監督及び作業の実施に係る指

示を行 うことができるものとする。

(2)受託者は、当庁から前項の規定による検査実施要求及び作業の実施に係

る指示があった場合には、それ らの要求及び指示に従わなければならない。

10 資料等の返還

(1)受託者は、この契約による業務を処理するため当庁から受領 した原票、

資料等を委託業務完了後、速やかに当庁に返還 しなければならない。
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(2)前項の規定による返還時に、個人情報に係るものについては、上記 6(2)
に定める個人情報の管理記録とあわせて提出し報告しなければならない。

11 言己録媒体上の情報の消去

(1)受託者は、契約成果物の作成のために、受託者の保有する記録媒体 (C
D一 Rや紙等の媒体)上に保有する委託処理に係る一切の情報について、
契約成果物に対する当庁の検査終了後は、全て消去しなければならない。

(2)前項の消去結果について、受託者は、記録媒体ごとに消去した情報項目、

数量、消去方法、消去日などを明示した文書により、当庁に報告しなけれ

ばならない。この場合において、個人情報に係る部分については、当該文

書中に明記すること。

(3)上記 2(1)た だじ書きにより当庁が承諾した再委託先がある場合には、

再委託先の情報の消去について、受託者が全責任を負うとともに、前項の

規定により、その状況を当庁に報告しなければならない。

12 事故発生時の報告

(1)受託者は、契約期間中に事故が発生 した場合、その状況を当庁に速報す

るとともに、文書にて速やかに当庁に報告 しなければならない。

(2)前項の規定による事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、

漏えい、滅失、き損 した個人情報の項 目、内容、数量、事故の発生場所、

発生状況等を当庁に速報するとともに、詳細に記載 した文書にて速やかに

当庁に報告 し、当庁の指示に従わなければならない。

13 契約の解除

当庁は、受話者の個人情報の保護に重大な問題があると認める場合には、

この契約を解除することができる。

14 疑義についての協議

本別添若しくは仕様書で規定する個人情報等の管理方法等について疑義等

が生じたとき又は本別添若しくは仕様書に定めのない事項については、両者

協議の上、決定するものとする。
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男|」 添 4

階層表

第一階層 第二階層 第二階層 第四階層 第五階層

海上保安庁

(本庁 )

本庁各部 本庁各課

測量船

室・運用司令セン

ター

各班

管 区海 上保安

本部

本部各部

海上保安 (監)部

海上保安航空基

地、海上交通セン

ター、航空基地

各基地

本部各課

海上保安署

海上保安部等所属

巡視船艇

課、科

室・運用司令セン

ター

海上保安署所属巡

視船艇

各 科

海上保安航空基地

所属

巡視船艇

各 班

各 科

海 上保 安大学

校

海 上保安学校

学生・研修生

局・各部・教授等

各部・分校・教官

海上保安大学校在

籍、海上保安学校

在籍

大学校学生、研修

生、保安学校学生、

各分校研修生


